ひょうご住まいの耐震化促進事業（耐震シェルター設置）申請者用チェックシート
□　交付申請書（チェック後写しを正本に添付）　　　　　　　　　　　　　　　提出時チェック□

	確認項目
	審査結果

	０．正本一部、副本１部以上あるか
	□ 有

	１．補助金交付申請書（様式第１号）
	□ 有

	
	(1) 申請者の住所(郵便番号)、氏名
	□ 適　

	
	(2) 住宅所有者の氏名
	□ 適　

	
	(3) 申請者と住宅所有者の関係（二親等以内の親族が申請する場合に限る。）
	□ 適　□対象外

	
	(4) その他、各入力項目と添付書類の整合
	□ 適

	２．耐震改修工事住宅概要書（様式第耐震部分1号）
	□ 有

	
	(1) 記載内容が別添証明書の内容と一致しているか
	□ 適

	３．補助金算定書（様式第耐震部分2号）
	□ 有

	
	(1) 補助金　算定・精算　書　になっているか
	□ 適

	
	(2) 下記のとおり　見積り・精算　致します　になっているか
	□ 適

	
	(3) 対象となる工事費補助メニューが○で囲われているか
	□ 適

	
	(4) 耐震改修工事費の見積書の添付
	□ 適

	
	(5) 算定額は工事費内訳書と一致しているか　　　　　　　　　　　　　　　　
	□ 適

	
	(6) 工事費内訳書（明細書）の検算
	□ 適

	４．住宅の所有者および建築年が確認できる書類（写し）
	□ 有

	
	□ 住宅の登記事項証明書
	

	
	□ （登記情報がない場合）その他住宅の所有者及び建築年月を証明する書類
	

	５．住宅所有者と年齢（生年月日）が分かる書類（二親等以内の親族が申請する場合に限る。）
	□ 適　□ 対象外

	
	□ 運転免許証又はマイナンバーカードの表面等の写し
	

	６．住宅所有者と申請者の関係が分かる書類（二親等以内の親族が申請する場合に限る。）
	□ 適　□ 対象外

	
	□ 戸籍抄本又は戸籍謄本
	

	
	□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
	

	７．耐震工事事業計画書（様式第耐震部分3号）　
	□ 有

	
	(1) 工事施工者の記名
	□ 適

	
	(2) 改修前における耐震診断計算書の添付
	□ 適

	８．所得証明書（写し）
	□ 適

	９．耐震改修に係る図書（設計図書には建築士の記名）
	□ 有

	
	(1) 付近見取り図
	□ 適

	
	(2) 配置図
	□ 適

	
	(3) 平面図（耐震改修前後）
	□ 適

	
	(4) シェルターの仕様が確認できる資料
	□ 適

	
	(5) その他耐震改修工事内容が確認できる図書（詳細図等）
	□ 適

	10．所有者の同意書（二親等以内の親族が申請する場合に限る。）
	□ 適　□ 対象外

	11. その他市長が必要と認める書類
	□ 有

	
	(1) 補助金交付申請に係る確認事項
	□ 適

	
	(2) 相手方登録申出書（本人確認書類の提示）
	□ 適

	
	(3) 誓約書
	□ 適

	
	(4) 過去増築がある場合は増築年が確認できる資料
	□ 適

	
	(5) その他審査するうえで必要と認める資料
	□ 適

	12．委任状（代理人が申請手続きを行う場合）
	□ 有　□対象外

	
	(1) 代理する業務
	□ 適

	
	(2) 代理人の資格（建築士又は行政書士）
	□ 適

	13．添付資料の順番はあっているか
	□ 適

	14．見積書・証明書等の有効期限
	□ 有　□対象外

	(1) 申請日等から前３月内に取得したものか
	□ 適

	(2) 申請日等において有効期限を過ぎず、また最新の内容となっているか
	□ 適


様式第１号（第５条関係）
補　助　金　交　付　申　請　書

　　年　　月　　日

（宛先）　姫路市長
（〒　　　－　　　　）
住　　所
氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　

連絡先の電話番号（　　　　　　　　　　　　　）
ひめじ住まいの耐震化促進事業補助金交付要綱第５条の規定により、補助金の交付を受けたいので、関係書類を添えて下記のとおり申請します。

記
１　事業の内容
	住宅の所在地
	姫路市

	住宅の所有者氏名
（団体の場合は、その名称及び代表者氏名）
	
	住宅
の
区分
	□一戸建ての住宅
□その他共同住宅（長屋・アパート等）
□マンション（3階以上かつ1,000㎡以上）

	申請者と住宅所有者の関係
	□同じ
□所有者の二親等以内の親族（所有者の年齢：　　歳）
□その他（　　　　　　　　）

	補助のメニュー
	耐震シェルター設置費補助

	申請額
	補助事業の対象となる経費
	補助金交付申請額

	
	円
	円

	工事予定期間
	着　工
	令和　年　月　日
（契約予定日）
	完　了
	令和　年　月　日
（支払完了予定日）


２　添付書類
□　様式第耐部１号(耐震改修工事住宅概要書)

□　様式第耐部２号(補助金算定書)
□　住宅の所有者及び建築年月が確認できる書類

・ 住宅の登記事項証明書（登記情報がない場合は、その他住宅の所有者及び建築年月を証明する書類）
□　所有者の年齢及び申請者と所有者の関係が分かる書類、所有者の同意書（二親等以内の親族が申請する場合に限る。）
□　様式第耐部３号(耐震工事事業計画書) 

□　所得証明書の写し

□　耐震改修に係る図書

・ 付近見取り図(方位、道路及び目標となる地物を明示したもの)

・ 配置図
・ 平面図、立面図（耐震改修前後）

・ その他耐震改修工事内容が確認できる図書

□　委任状（代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格（建築士の場合は、一級・二級等の別、登録番号（登録府県名等）を記載したもの）
□　その他市長が必要と認めるもの
様式第耐部１号

耐震改修工事住宅概要書（個表）

（耐震シェルター設置費補助、屋根軽量化工事費補助）

	住宅の名称
	

	住宅の所在地（地番）
	
	１ 所有者の住所と同一

２ 所有者の住所と別

	住宅の所有者
	氏名
	
	(所有者と申請者が異なる場合のみ記載)

生年月日　　　　　年　　月　　日

	
	住所
	℡

	申請者

住宅所有者と申請者が異なる場合のみ記載
	氏名
	
	所有者との関係
	

	
	住所
	℡

	改修後住宅の
居住者
耐震シェルター設置費補助のうち高齢者のみが居住する住宅の申請の場合に記載
	氏名
	
	生年月日　　　　　年　　月　　日

	
	氏名
	
	生年月日　　　　　年　　月　　日

	
	氏名
	
	生年月日　　　　　年　　月　　日

	
	氏名
	
	生年月日　　　　　年　　月　　日

	工事監理者
	事務所等名
	

	
	担当者氏名
	℡

	建築確認年月日
	年　　月　　日　　第　　　　　号　・　不明

	検査済証
	年　　月　　日　　第　　　　　号　・　不明

	建築年月
	年　　月頃竣工

	規　模

改修前：上段(　)書き

改修後：下段
	地上
	(　)


	階　地下
	(　)


	階　塔屋
	(　)


	階

	
	建築面積
	()


	㎡　　　　延べ面積
	()


	㎡

	設備要件
	１　居室　　２　台所　　３　トイレ　　４　出入口

	店舗等併用住宅の場合の規模
	店舗等の用に供する部分の

床　面　積
	㎡
	延べ面積に対する

店舗等の用に供する部分の床面積の割合
	％

	構造種別
	１　木造　　　２　鉄骨造　　　３　鉄筋コンクリート造

４　鉄骨鉄筋コンクリート造　　５　その他（　　　　　　）

	備　考
	


様式第耐部２号

　　年　　月　　日

補助金　算定・精算　書
工事施工者　住宅改修業者登録等　　　　　　第　　　　　　　　　号
所在地
会社名
代表者名　　　　　　　　　　　　

下記のとおり　見積り　・　精算　致します。


（ 耐震シェルター設置費補助、屋根軽量化工事費補助 ）
	住宅の所有者
	

	住宅の所在地
	

	総工事費
(c)=(a)+(b)
	円

	
	補助対象工事費
(a)
	
	円

	
	その他工事費
(b)
	
	円


【添付書類】耐震改修工事費内訳書
様式第耐部３号

　　　年　　月　　日

耐　震　工　事　事　業　計　画　書

様

施工者   住宅改修業者登録等　　　　　　　第　　　　　　号
所在地

会社名

代表者名　　　　　　　　　　　　

様の所有されている住宅の耐震改修工事の計画は下記のとおりですので報告します。

記

	１　住宅の名称
	

	
	所在地
	〒

	２　耐震改修の概要
	（補強方式）

□　耐震シェルター設置
□　非常に重い屋根を軽い屋根に軽量化する工事

□　重い屋根を軽い屋根に軽量化する工事

□　非常に重い屋根を重い屋根に軽量化する工事
（補強内容）



	３　改修前の診断結果(総合評点)
	改修前　　　　　　　　　　　　　　　　　　点
※屋根軽量化工事費補助の対象は、改修前の上部構造評点が下表以上となるものに限る
多雪区域外に所在する住宅
多雪区域内に所在する住宅
屋根の仕様
上部構造評点
屋根の仕様
上部構造評点
改修前
改修後
改修前
改修後
非常に重い屋根
軽い屋根
0.4
非常に重い屋根
軽い屋根
0.5
重い屋根
軽い屋根
0.5
重い屋根
軽い屋根
0.6
非常に重い屋根
重い屋根
0.5
非常に重い屋根
重い屋根
0.6


	４　備　考
	


※　改修前の住宅の診断結果について次のいずれかを添付してください。

１　平成12年度から14年度に実施した「わが家の耐震診断推進事業」又は平成17年度から実施している「簡易耐震診断推進事業」の診断結果

２　新たに現況住宅の一般診断を行った場合は、当該耐震診断計算書（診断者の記名押印のあるものに限る。）
（シェルター工事申請）
補助金交付申請に係る確認事項

（宛先）　姫路市長

　ひめじ住まいの耐震化促進事業に関する補助金の交付申請にあたり、以下の事項について確認しました。

記

　□　１．ひめじ住まいの耐震化促進事業補助金交付要綱及び同要領の内容を確認した

　　　・申請物件は補助金の交付対象か

　　　・要綱違反の場合、補助金交付決定の取消または補助金の返還の請求を受けること

　　　・補助金を受けた物件の転用等の原則禁止

　　　・申請書等の副本及び工事等契約関係書類を保存すること

　　　・市の調査に協力すること

　□　２．補助金制度や改修工事の内容について代理人等から説明を受けた

　□　３．提出する書類の記載内容に虚偽はない

　□　４．当該補助金を業者への支払いに充てる行為、キャッシュバックや現金以外による支払いその

他本事業に係る経費が実質軽減される行為等は、補助金の目的に反する行為となり返還請求
を受ける場合がある

　□　５．耐震改修工事に係る契約及び工事並びに報告書提出期限の超過等による補助金交付決定取り
消し処分が原因で発生する紛争については、申請者及び代理人並びに工事関係者との間で解
決することに同意する

以上

年　　月　　日

住　　　所

（ふりがな）

確認者（申請者）氏名（自署）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
誓 約 書

姫路市暴力団排除条例（平成２４年姫路市条例第４９号。以下「条例」という。）を遵守し、暴力団を利することとならないよう措置を講じて暴力団排除に協力するため、下記のとおり誓約します。 

なお、姫路市長がこの誓約書の写しを所轄の警察署長（以下「警察署長」という。）に提供すること、姫路市長が警察署長に下記１に関して意見照会すること及び警察署長から得た情報を姫路市の他の事務又は事業において暴力団を利することとならないように利用することについて同意します。

記

１　暴力団（条例第２条第１号に規定する「暴力団」をいう。）若しくは暴力団員（条例第２条第２号に規定する「暴力団員」をいう。）又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当しないこと。 

２　契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせようとする場合にあっては、上記１に該当する者をその受注者としないこと。 

３　上記に違反したときには、契約の解除、違約金の請求その他の姫路市長が行う一切の措置について異議を述べないこと。

年　　月　　日 

（宛先）　姫路市長
住　　　　所
（所 在 地）
ふ　り　が　な
氏　名（自署）　　　　　　　　　　　　　　
性　　　　別　　　　男　　　　女
生 年 月 日　　　　　年　　月　　日


（参考様式）

委任状
（事務所名）　
	（建築士事務所の場合）
（　　）建築士事務所（　　　　　　）登録第　　　　　　　　号


（受任者名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

	□　建築士　（　　）建築士　　　（　　　）登録第　　　　　　　　号
□　行政書士　登録番号　　　　　　　　号
□　その他（下記業務に係る報酬（手数料、謝礼等含む）の受領はない）


　　　　　　　　　　　
        　　受任者の住所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
受任者の連絡先：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
を代理人と定め下記権限を委任する。

記

□　ひめじ住まいの耐震化促進事業に関する書類の作成、提出、訂正等の権限

届出を行う建物の所在地：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　年　　月　　日

委任者（申請人）住所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　氏名（自署）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
（申請者）





所有者と申請者が


□同一　□異なる





姫路市暴力団排除条例（平成２４年姫路市条例第４９号） 抜粋 


（定義）


第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。


⑴　暴力団暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。


⑵　暴力団員法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。


⑶　省略


（市の事務及び事業における措置）


第７条　市は、契約に係る事務その他すべての事務又は事業において、暴力団を利することとならないように、暴力団及び暴力団員並びにこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有する者を契約の相手方としない等の必要な措置を講ずるものとする。











